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福知山認定こども園 運営規程 
 

（２０２０年３月１３日 弘西支第６０号） 
改正 ２０２３年６月１３日  弘西支第２２号 
改正 ２０２４年３月１９日  弘西支第０８６号 
改正 ２０２５年６月 ４日  弘西支第０２１号 
 
（目的） 
第 1 条 この規程は、公益財団法人鉄道弘済会福知山認定こども園（以下「本園」という。）の運営

に関し、基本となる事項を定め、業務の効率的な運営を図ることを目的とする。この規程に定め

る  こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
（１） 名 称 福知山認定こども園（愛称：さくらこども園） 
（２） 所在地 京都府福知山市字堀小字道場 2445番地 

 
（施設の目的及び運営方針） 
第２条 本園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の幼児に対する教

育並びに保育を必要とする乳児及び幼児に対する保育を一体的に行うことを目的とする。 
２ 本園は、保育・教育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児（以下「園児」という。）の最

善の利益を考慮し、全ての子どもが健やかに成長するために最もふさわしい生活の場を提供する

よう努めるものとする。 
３ 本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２６年４月３０日内閣府・文部科学省・

厚生労働省告示第１号）を踏まえ、保育所保育指針、幼稚園教育要領に基づき教育と保育を一体

的に提供するため創意工夫を生かし、園児の心身の発達と認定こども園、家庭及び地域の実態に

即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。 
４ 本園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対

する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。 
５ 本園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」という。）及

び京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例（平成２６年１０月条例第７号。以下「条

例」という）、その他関係法令を遵守し、運営するものとする。 
 
（提供する保育等の内容） 
第３条 本園は、以下に掲げる教育・保育およびその他の便宜の提供を行う。 
 （１）支援法第２７条第１項に規定する特定教育・保育支給認定を受けた保護者（以下「支給認定

保護者」という。）に係る園児に対し、教育（満３歳以上に限る。）及び当該支給認定における

保育必要量（支援法第２０条第３項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。）の範囲内におい

て保育を提供する。 
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 （２）時間外保育（延長保育） 
    やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場

合は、当該支給認定に係る園児に対し、支援法第８条２項に規定する時間の範囲において延長

保育を行う。 
（３）一時預かり（幼稚園型） 

やむを得ない理由により、1 号認定の子どもが保育を必要とする場合は、当該支給認定に係 
る園児に対し、支援法第５９条第１０号に規定する預かりによる保育を提供する。 

（４）一時預かり保育（一般型） 
    主として特定教育・保育施設に通っていない、又は在籍していない乳幼児で、家庭において

保育を受けることが、一時的に困難になったものに対し、特定保育・保育施設にて支援法第５

９条第１０号に規定する一時預かりによる保育を提供する。 
（５）子育て支援事業 

    地域の子ども及び保護者に対し、子どもの発達を促す機会を提供する。 
（６）食事の提供 
   本園は、保育を必要とする子どもに対し、本園内で調理した給食を提供する。 
（７）その他保育に係る行事等 

 
（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 教育・保育の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

ただし、園児の受入れ状況等により、員数が変動する場合がある。（職員の員数は、国の保育士配

置基準で記載している） 
 （１）園長 １名 
    園長は、職員及び業務を一元的に管理し、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮

命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。 
 （２）副園長 １名 
    園長を補佐し、園運営に関する業務を主体的に従事する 
 （３）主任・主幹 ２名 
  園長を補佐し、保育計画の立案及び指導調整業務に従事するとともに、必要に応じ、園児の

教育・保育をつかさどる。 
 （４）保育教諭  配置基準を下回らない員数 
   園児の保育、教育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 
（５）調理職員 ２名以上 
   法令に定める栄養士又は調理師の業務として指定したもの、その他上司の指示を受け、給食

に関する業務に従事する。 
（６）学校医 １名 
   本園における健康管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規則第２２条に基づ

いて、技術及び指導に従事する。 
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（７）学校歯科医１名  
本園における健康管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規則第２３条に基づ

いて、技術及び指導に従事する。 
 

（学年及び学期） 
第５条 本園の学年は、４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 
  ２ １年を次の３学期に分ける。 
    第１学期  ４月１日から ７月３１日まで 
    第２学期  ８月１日から１２月３１日まで 
    第３学期  １月１日から ３月３１日まで 
 
（利用定員） 
第６条 本園の利用定員は、支援法第１９条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のと

おり定める。 
（１）支援法第１９条第１号の子ども（満３歳以上の小学校就学前子ども。ただし、次号に 

掲げるものは除く。以下「１号認定子ども」という。） １０名 
（２）支援法第１９条第２号の子ども（保育を必要とする満３歳以上児。以下「２号認定子ども」

という。） ５４名 
（３）支援法第１９条第３号の子ども（保育を必要とする満３歳未満児。以下「３号認定子ども」

という。）のうち、満１歳以上の子ども ２４名 
（４）３号認定子どものうち、満１歳未満の子ども ６名   
  ※ クラス別定員数 

クラス ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１号定員    ３名 ３名 ４名 

２号定員    １８名 １８名 １８名 

３号定員 ６名 １２名 １２名    

 
（特定教育・保育を提供する日） 
第７条 特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始（１２月

２９日から１月３日）及び祝祭日等を除く。 
２ １号認定子どもへの教育・保育を提供する日は、前項の規定にかかわらず、次の休業日を加え

る。 
 （１）土曜日 
（２）春季休業  ３月２５日から３月３１日 
（３）夏季休業  ８月１０日から８月２０日 
（４）冬季休業  １２月２８日から１月７日 
（５）その他園長が必要と定めた日 
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(教育時間) 
第８条 満３歳以上の園児に対する１日当たりの標準的な教育時間は、６時間００分とする。 
 
（教育・保育時間を提供する時間） 
第９条 教育を提供する時間は、次のとおりとする。 
（１）教育標準時間認定に係る教育時間（６時間００分） 
   ９時００分～１５時００分 
   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は１９時００

分までの範囲内で一時預かり（幼稚園型）を提供する。 
（２）保育標準時間認定に係る保育時間（１１時間） 

    ７時３０分から１８時３０分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、

上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、１９時３０分まで

の範囲内で、時間外保育を提供する。 
 （３）保育短時間認定に係る保育時間（８時間） 
    ８時１５分から１６時１５分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、

上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、７時３０分から８

時００分まで又は１６時３０分から１９時３０分までの範囲内で、時間外保育を提供する。 
   ※ 8：00～8：15、16：15～16：30は保育を提供するが延長保育料の対象外とする。 
（４）開所時間 

    本園が定める開所時間は、次のとおりである。 
    月曜日～金曜日 ７時３０分～１９時３０分 
    土曜日     ７時３０分～１３時３０分 

※各々の勤務時間等の保育ニーズに応じての受け入れとなる。 
 
（利用者負担その他の費用の種類） 
第１０条 本園においては、当該市町村の定める利用者負担（保育料）を支給認定保護者から徴収す

る。 
２ 本園は、前１項の当該市町村の定める利用者負担（保育料）のほか特定保育の提供における便

宜に要する費用（別表に掲げる費用）を徴収する。 
 
（利用の開始に関する事項） 
第１１条 ２号認定子ども、３号認定子どもの利用に関しては、福知山市が利用調整を行うものとす

る。 
２ 教育標準時間認定子どもの保護者から利用の申込みを受けたときは、原則、当園の教育理念に

基づき決定する。 
３ 本園は、市が行った利用調整により保育認定子どもの本園の利用が決定されたとき又は保育の

実施の委託を受けたときは、これに応じる。 
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４ 保育の提供開始にあたり、あらかじめ支給認定保護者に対し、重要事項を記した文書により説

明を行い、同意を得るものとする。 
 

（利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
第１２条 本園は、教育標準時間認定子どもの保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由

がなければ、これを拒まない。 
  
（利用の終了に関する事項） 
第１３条 本園は、以下の場合には特定教育・保育の提供を終了するものとする。 
（１）子ども・子育て支援法第１９条に規定する小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。 
（２）２号認定子ども及び３号認定子どもの支給認定保護者が、支給要件（保育の必要性の事由）

に該当しなくなったとき。 
（３）支給認定保護者から当園の利用の取り消しの申し出があったとき。 
（４）保育料等の利用者負担金の滞納が続いたとき。 
（５）その他、利用継続について重大な支障または困難が生じたとき。 

 
（登園の一時停止） 
第１４条 園児又は園児と同居する者が伝染病等に罹患し、他の園児に感染する恐れがあると本園が

認めたときは、当該園児をその状況が止むまで一時登園を停止することができる。 
 ２ 前項に定める状況に関しては、保健所等の指示を仰ぐものとする。 
 
（給食に関する事項） 
第１５条 本園は、園児に給食を行うにあたって次の事項を実施する。 

（１）献立の作成は、栄養、嗜好、アレルギー等園児の健全な発育を考慮するものとする。 
（２）献立表は、１ヶ月毎に作成し、１ヶ月に１回の割合で献立に関する会議を行う。 
（３）調理、加工、配膳及び貯蔵は清潔で衛生的な環境で行う。 
（４）保存食は－２０℃以下で２週間以上保存する。 

保存食は原材料及び調理済み食品ごとに５０㌘程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封 
して入れ、－２０℃以下で２週間以上保存する。なお、原材料は、特に洗浄消毒を行わず、購

入した状態で保存する。 
（５）検食は、毎食について行い、その結果を検食簿に記録し残す。 

 
（健康管理） 
第１６条 本園は、園児並びに保育士及び調理職員の健康管理について、次の事項を実施する。 
（１）園児の健康診断は、入所時及び毎年定期に２回内科の診断を実施する。なお、歯科について

も同様とする。 
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（２）保育士（主任・主幹を含む）及び調理職員の健康診断は、採用時及び毎年定期に１回以上実

施する。 
（３）調理に従事するものは、検便を毎月１回以上、保育士等（主任・主幹を含む）は、年２回以

上実施する。 
２ 本園は前項各号を実施した結果の健康診断個人票を５年間保存する。 
３ 保育士（主任・主幹を含む）は、園児の健康状態を観察のうえ、保育に関する日誌に記録し園

長及び主任に閲覧を求めるものとする。 
 
（緊急時等における対応方法） 
第１７条 本園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事

態が生じたときは、速やかに学校医又は園児の主治医に相談するとともに、園児の家族等に連絡し、

必要な措置を講じるものとする。 
２ 保育の提供により事故が発生した場合は、福知山市こども家庭部幼保支援課及び園児の保護者

並びに西日本支部長に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 
３ 本園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を

解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 
 
（非常災害時の対策） 
第１８条 本園は、非常災害（地震・火災・水害）に備え、園児の安全を確保するための具体的な計

画及びマニュアル（次項及び６項において「計画等」という。）を作成することとする。 
 ２ 本園は、非常災害に備え防災管理者を選任することとする。 
３ 本園は、避難計画等に基づき、園児の避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し、当該

体制について職員に周知するとともに、園児に避難方法等について理解させるよう努めることと

する。 
４ 本園は、少なくとも毎月１回以上、災害を想定した避難及び消火に係る対応訓練を実施するも

のとする。 
５ 本園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行うこととする 
６ 本園が非常災害に遭遇した場合は、最優先に園児の安全確保に努めなければならない。また、

その状況等の報告は、前条第１項第２号を準用することとする。 
 ※ 災害時における緊急避難場所 

緊急避難場所 火災・地震 水害 

第一避難場所 園庭（中央） 園舎 

第二避難場所 堀会館 

第三避難場所 大正小学校または桃映中学校 
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（安全管理） 
第１９条 本園は、園児の登園、降園にはその保護者が責任をもって付き添うように周知するものと

する。 
 ２ 園児が欠席する場合には、保護者から口頭又は文書でその旨を届けるよう理解を得るものとす

る。 
 ３ 本園の建物の内外についての保安点検を月１回以上実施する。 
 
（虐待の防止のための措置） 
第２０条 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、

職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 
 
（要望・苦情等について） 
第２１条 本園は、保護者の意見・要望・苦情等に適切な対応を図るため、苦情解決責任者である園

長の下に、苦情受付担当者を決め、受付から解決までの手続きを明確化し、話し合いにより意見・

要望・苦情等の円滑な解決に努めることとする。 
 
（保護者との連絡について） 
第２２条 本園は、保護者と密接な連携を保ち、教育・保育方針、成長・発達、栄養状態、健康状態、

行事等について、保護者の協力を得るものとする。 
 
（個人情報の保護について） 
第２３条 本園は、入園する園児等の個人情報を適切に取り扱うとともに、園児の発達援助のための

関係機関等との連携、保護者への伝達、保育者同士の交流や地域交流などに必要な情報交換等につ

いては、関係者の承諾を得ながら適切に進めるよう努めることとする。 
 ２ 個人情報に係わる事務を処理するため、次の各号掲げる個人情報管理責任者及び特定個人情報

取扱者を置く。 
（１） 個人情報管理責任者  福知山認定こども園 園長 
（２） 特定個人情報取扱者  福知山認定こども園 園長及び副園長並びに主任 
３ 本園の職員は、業務上知り得た子ども及びその保護者の秘密を保持する。また、職員でなくな

った後においても同様に秘密を保持する。 
 
（記録の整備） 
第２４条 本園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存するものとする。 
（１） 教育・保育の実施に当たっての計画 
（２） 提供した教育・保育に係る提供記録 
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（３） 福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成２６年福知山市条例第６条）第１９条に規定する市町村への通知に係る記録 
（４）保護者からの苦情の内容等の記録 
（５）事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録 
（６） 認定こども園こども要録については、学級を編成している満３歳以上の子どもについて作成

し、該当子どもの進学、就学に際し写しを進学、就学先の校長に送付する。原本は小学校を卒

業するまで保存することとする。ただし、学籍等に関する記録については２０年間保存するも

のとする。 
 
（出納責任者等の設置） 
第２５条 本園の会計に係わる事務を処理するため、次の各号掲げる出納責任者及び出納取扱員を置

く。但し、出納取扱員が置けない状況にあっては、出納責任者がその事務を行うものとする。 
１ 出納責任者 福知山認定こども園 園長 
２ 出納取扱員 福知山認定こども園に在籍する従業員で園長が指定した者 

 
附 則 
１ この規程は、２０２０年４月１日から施行する。 
附 則 
１ この規程は、２０２３年４月１日から施行する。 
附 則 
１ この規程は、２０２３年６月１３日から施行する。 
附 則 
１ この規程は、２０２４年４月１日から施行する。 
附 則 
１ この規程は、２０２５年７月１日から施行する。 
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別 表（第１０条） 
 
１．教育・保育の提供に要する利用者負担 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 

保護者会費 保護者会会則、第 11 条２項の規定による負担

金。 

 

前期 2,000円      

後期 2,000

円              

年額 4,000円 

保険代 園内での怪我等に対応。（独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター） 

個人負担金 

年額  210円 

絵本代 絵本に親しみを持ち、親子の触れ合いの一環と

して、各担任が子ども達の年齢に応じた絵本を

選び、月の中旬に各自、お持ち帰り頂きます。 

  

月額 

400円程度 

写真代 

（希望者のみ） 

園行事等において、園児の様子を保護者に伝え

る。 

 

一枚 45円×枚数 

ひだ付き帽子 

（希望者のみ） 

帽子は個人用として卒園するまで使用します

が、それとは別にひだ付きを希望される方の

み。 

 

現在価格 

 1,080円（税別） 

３歳以上児給食費 

（1.2号認定子ども） 

 

給食代（主食代含む） 

※主食費 600円、副食費 4,900円 

 

月額   

5,500円 

   ※その他、行事への参加費や保険料が必要になる場合があります。（夕涼み会、親子遠足等） 

 

２．２・３号認定子どもに係る延長保育（時間外保育）に関する利用者負担 

（１）保育標準時間認定 

項  目 時間（単位） 金 額 

利用料 30分ごと    

（18：30～19：30） 

 

100円 

 

（２）保育短時間認定 

項  目 時間（単位） 金 額 

利用料 30分ごと 

（ 7：30～ 8：00） 

（16：30～19：30） 

 

100円 

     

 

３．１号認定子どもに係る預かり保育（幼稚園型）に関する利用者負担 

（１）１号認定 

項  目 時間（単位） 金 額 
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利用料 
30分ごと 

（15：00～19：00） 
100円 

※一時預かり（幼稚園型）は、早朝時間帯及び土曜日には提供しない。 
 

（２）１号認定子どもに係る長期休業期間中の一時預かり（幼稚園型）に関する利用者負担 

期 間 預かり時間 金  額 

夏季・冬季・春季休業 9：00～15：00 日額  450円   

 

 

４．一時預かり（一般型）に関する利用者負担 

項  目 年 齢 金  額 

利用料 １回ごと 

３歳未満児 2,700円 

内：食事、おやつ代 225円 

３歳以上児 2,500円 

内：食事、おやつ代 225円 

※本園は、上記費用の支払を受けた場合は、領収証を交付する。 

 

 
 
 


